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群馬がん看護研究会 会則

第１章 総則

第 1条 本会は、群馬がん看護研究会と称する。

第 2 条 本会は、事務局を群馬大学医学部保健学科（〒 371-8514 前橋市昭和町 3 丁目
39-22 神田清子研究室内）に置く。

第 2章 目的及び事業

第 3 条 本会は、群馬県において、がん看護に関する研究、教育及び実践の発展と向上に

努め、市民の社会福祉に寄与することを目的とする。

第 4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1．学術集会の開催
2．がん看護に関する情報交換
3．医療者への教育、研修活動
4．市民への啓発活動
5．その他、本会の目的達成に必要な事業

第 3章 会員

第 5 条 本会の会員は、本会の目的に賛同する者で、所定の手続きをし、会費を納める者

とする。

1．正会員 本会の目的に賛同する者で、所定の手続きをし、会費を納める者

とする。

2．賛助会員 本会の目的及び事業を賛助するため主として財務的な支援を目的

として入会した個人または団体とする。

第 6 条 会員になろうとする者は、氏名、現住所、職業および勤務先を明記し、当該年度

の会費を添えて事務局に申し込み、理事会の承認を受けなければならない。上記

の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに届けなければならない。

第 7 条 会員は学術集会に出席し、その業績を発表できる。その他、事業に参加すること

ができる。
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第 8条 会員の入会金及び年会費は次に掲げる額とする。

1．正会員 入会金は 1,000円とし、脱会時には返却しないものとする。
年会費は 3,000 円とし、年度途中での入会も減額しないものと
する。

2．賛助会員 入会金は徴収しないものとする。

年会費は個人 1口 5,000円、団体 1口 10,000円とする。
第 9条 会費は毎年、前会計年度末までに当該年度の会費を納入しなければならない。

納入した会費は返還を求めることができない。

第 10条 脱会する者は、書面をもって本会の事務局に届けなければならない。

第 11条 会員は死亡、または会費の延滞が当該会計年度終了後 2年を経過した時点で資格
を喪失する。会員資格喪失後に、会員資格復帰を申請する年度までの会費未納分

を納入すれば復帰できる。本会の名誉を傷つけたとき、または本会の目的に反す

る行為があったとき、または本会の議決を尊重しない行為があったときには理事

会の議決により本会の資格を喪失する。

第 4章 役員

第 12条 本会に次の役員を置く。

1．理事長 1名
2．副理事長 1名
3．理事 約 15名
4．監事 2名
5．顧問 若干名

第 13条 理事長は、理事会で理事の中から選出し、総会の承認を受ける。

第 14条 1）理事長は、本会を代表し、会務を総括する。
2）副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けた

ときはその職務を代行する。

3）理事は、理事会を組織し、この規定に定められた事項のほか総会の権限に
属する事項を決議し、執行する。

4）監事は、資産の状況及び理事会務執行の状況を監査する。
第 15条 理事長、理事、監事の任期は 3年とし、再任を妨げない。
第 16条 本会目的達成のために、関係領域における専門家を顧問に委嘱することができる。

1）顧問は本会の運営において理事会の相談に応じる。
2）顧問の委嘱は理事長の推薦により理事会において決定する。
3）顧問の任期は原則として、1 年とするが、本人から申し出がない限り、毎年

自動的に更新する。

4）顧問は、理事会に出席できるが決議権を持たない。
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第５章 会議及び委員会

第 17条 本会の会議は、次の 2種類とする。
1．理事会
2．総会

第 18条 理事会は理事をもって召集する。

1）理事会は、年 2回以上理事長が召集する。
ただし理事長が必要と認めたとき、または理事現在数の３分の１以上から

理事会の召集の請求があったときは、臨時理事会を召集しなければならな

い。

2）理事会の議長は、理事長とする。
第 19条 本会は、その事業の円滑な実施をはかるため、委員会を置くことができる。

1）委員会の設置または解散は、理事会の決議による。
2）委員会の委員長及び委員は、別に規定された場合を除き、理事会の議を経て

理事長が委嘱する。

第６章 総会

第 20条 総会は、本会の最高議決機関で、理事長が召集する。

定時総会は毎年 1回、年次学術集会のときに開催する。
1）理事長が必要と認めた場合、および会員の５分の１以上から目的を明記した
書面により召集の請求があった場合には、理事長は、臨時総会を開催しなけ

ればならない。

2）定期総会の議長は、総会においてその都度選出する。
第 21条 総会で報告すべきことは次の事項である。

1．役員、総会議長の選出
2．学術集会会長の承認
3．予算、決算の承認
4．会則の制定、変更
5．その他、本会則または理事会が必要と認めた事項

第 22条 総会の議事は、出席者で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

総会および理事会で決議された事項は会員に書面で通知する。

第７章 学術集会

第 23条 原則として、年 1回学術集会を開催する。
1）学術集会長は、理事会で会員の中から選出する。
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2）学術集会長は、学術集会を企画・運営し実施する。

3）学術集会長の任期は、前年度の学術集会の翌日に始まり、担当学術集会終了の
日に終わる。

4）学術集会で発表者は、本会会員でなくてはならない。共同発表者は本会会員
に限らない。

5）ただし、学術集会長が特に認めるものは前項の限りではない。

第８章 資産及び会計

第 24条 本会の資産は、次の財産を持って構成する。

1．会費
2．事業に伴う収入
3．寄付金
4．その他の収入

第 25条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度に理事長が編成し、

理事会で決議を経て、総会の承認を受けなければならない。

第 26条 本会の収支決算は、毎会計年度終了後に理事長が作成し、監事の監査を受け、

事業報告とともに、理事会および総会の承認を受けなければならない。

第 27条 本会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり、3月 31日に終わる。

第 9章 会則の変更

第 28 条 本会会則の変更は、理事会の議決を経て、総会の承認を得なければ変更すること

ができない。

付 則

1．本会則は、2004年 6月 18日から実施する。
2．本会則は、2006年６月 17日から実施する。
3．本会則は、2007年６月 23日から実施する。


